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過去３年間の長浜警察署管内における交通事故実態

★重点路線以外でも、直近の事故発生状況等に即した速度取締りを実施する。

　過去３年間（令和５年～令和７年）における交通事故多発３路線

令和８年１月　長浜警察署

速 度 取 締 指 針

長浜警察署の速度取締り重点

管内の発生状況
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湖岸道路（３路線）

　　　事故が多発しているものの、定置式による速度取締りが困難な生活道路や通学路では、可搬式オービス
　　を活用した速度取締りを実施する。

その他の交通指導取締り要点

多発３路線における時間帯別発生状況

重点路線における発生状況
　●重点路線において、重傷事故が４件、死亡事故が１件発生している。

重点路線名 重点時間 区　域 規制速度

県道大津能登川長浜線（一部）

県道湖北長浜線（全線）

県道木之本長浜線（一部）

8:00

14:00

～

～

12:00

18:00

管内全線

（湖岸道路）
指定５０キロ

人身事故総数４１９件中

※湖岸道路の路線名は
上記重点路線名に同じ

〇過去３年間における管内人身事故総数は４１９件、死者４人、傷者４９９人であった。

〇管内の事故多発時間帯は、午後４時から午後６時までが７０件と最も多く、次いで午後６時から午

後８時までが５９件、午前８時から午前１０時まで及び午前１０時から午後０時までが５８件となって

おり、人身事故の約６０％を占める。

〇管内の事故類型では、出会い頭が１６４件と最も多く、次いで追突事故が１２１件となってお り、人

身事故の約７０％を占める。
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